
号

外

一�
令

和

八

年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
三
十
四
号

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中｢

第
三
款

自
動
車
税
事
務
所(

第
三
十
六
条
・
第
三
十
七
条)

｣

を｢

第
三
款

自
動
車

第
三
款
の
二

岐

税
事
務
所(

第
三
十
六
条
・
第
三
十
七
条)

阜
県
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所(

第
三
十
七
条
の
二
・
第
三
十
七
条
の
三)

｣

に
、｢

岐
阜
地
域
福
祉
事

務
所｣

を｢

岐
阜
県
岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所｣

に
、｢

・
第
百
九
条
の
二｣

を｢

―
第
百
九
条
の
三｣

に
、｢

第
二
十
四
款

岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館(

第
百
二
十
条
・
第
百
二
十
一
条)

第
二
十
五
款

岐
阜
県
旅
券
セ
ン
タ
ー(

第
百
二
十
二
条
―
第
百
二
十
五
条)

｣

を ｢

第
二

第
二

第
二

十
三
款
の
二

岐
阜
県
旅
券
セ
ン
タ
ー(

第
百
十
九
条
の
二
・
第
百
十
九
条
の
三)

十
四
款

岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館(

第
百
二
十
条
・
第
百
二
十
一
条)

十
五
款

削
除

｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中

｢

岐
阜
県
部
等
設
置
条
例｣

を

｢

岐
阜
県
部
設
置
条
例｣

に
改
め
、｢

。
以
下

｢

部
等
設
置
条
例｣
と
い
う
。｣

を
削
り
、｢

知
事
直
轄
組
織
及
び
部
並
び
に｣

を｢

部
及
び｣

に
改
め

る
。

( ) 令和８年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
四
月
一
日



第
四
条
の
見
出
し
を｢(

知
事
公
室)｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

知
事
直
轄
組
織｣

を｢

知
事
公

室｣
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

行
政
管
理
課
に
本
庁
課
内
室(

本
庁
の
課
に
置
く
室
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

と
し
て
職
場
環
境

対
策
室
を
置
き
、
同
室
の
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
同
室
に
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
係
を
置
く
。

４

前
項
の
職
場
環
境
対
策
室
の
分
掌
事
務
は
、
第
二
項
の
表
行
政
管
理
課
の
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事

務
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
人
事
課
の
項
、
行
政
管
理
課
の
項
及
び
職
員
厚
生
課
の
項
並
び
に
同
条
第
二
項

の
表
人
事
課
の
項
、
行
政
管
理
課
の
項
及
び
職
員
厚
生
課
の
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

管
財
課
に
本
庁
課
内
室
と
し
て
県
有
施
設
管
理
室
を
置
き
、
同
室
の
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、

同
室
に
電
気
設
備
係
、
機
械
設
備
係
及
び
建
築
係
を
置
く
。

４

前
項
の
県
有
施
設
管
理
室
の
分
掌
事
務
は
、
第
二
項
の
表
管
財
課
の
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年４月１日 ( )２

行
政
管
理
課

秘
書
広
報
課

課

職
員
厚
生
課

人
事
課

行
政
管
理
課

秘
書
広
報
課

課

一

行
政
事
務
の
合
理
化
及
び
効
率
化
に
関
す
る
こ
と
。

二

外
部
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

三

内
部
統
制
に
関
す
る
こ
と
。

四

県
民
か
ら
の
苦
情
等
及
び
そ
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五

職
員
等
か
ら
の
公
益
通
報
に
関
す
る
こ
と(

他
の
所
掌

一

知
事
公
室
に
お
け
る
県
民
の
窓
口
に
関
す
る
こ
と
。

二

知
事
公
室
に
お
け
る
議
会
の
窓
口
に
関
す
る
こ
と
。

三

秘
書
広
報
政
策
、
県
政
運
営
及
び
人
事
労
務
政
策
の
総

合
的
な
企
画
立
案
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四

知
事
及
び
副
知
事
の
秘
書
に
関
す
る
こ
と
。

五

皇
室
に
関
す
る
こ
と
。

六

儀
式
に
関
す
る
こ
と
。

七

栄
典
、
褒
賞
及
び
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

八

県
政
に
係
る
広
報
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

九

県
政
の
啓
発
、
宣
伝
並
び
に
県
の
知
名
度
及
び
イ
メ
ー

ジ
ア
ッ
プ
に
関
す
る
こ
と
。

十

報
道
機
関
へ
の
県
政
情
報
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

県
政
の
広
聴
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

部
内
の
他
の
所
掌
に
属
さ
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

部
内
の
事
務
の
連
絡
調
整
及
び
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

分

掌

事

務

管
理
福
利
係
、
公
務
災
害
係
、
給
付
・
年
金
係
、
健
康
管
理

係
、
健
康
支
援
係

管
理
・
人
材
育
成
係
、
企
画
調
査
係
、
人
事
係
、
服
務
係
、

給
与
係

管
理
・
業
務
改
善
係
、
行
政
管
理
係

政
策
広
報
係
、
管
理
調
整
係
、
秘
書
係
、
報
道
係
、
広
報
コ

ン
テ
ン
ツ
係
、
広
聴
広
報
係

係

職
員
厚
生
課

人
事
課

一

職
員
の
福
利
厚
生
、
健
康
づ
く
り
及
び
保
健
に
関
す
る

こ
と
。

二

地
方
公
務
員
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

三

恩
給
及
び
退
隠
料
に
関
す
る
こ
と
。

四

地
方
職
員
共
済
組
合
岐
阜
県
支
部
及
び
一
般
財
団
法
人

岐
阜
県
職
員
互
助
会
に
関
す
る
こ
と
。

一

職
員
の
任
免
、
分
限
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
人
事
に
関

す
る
こ
と(

他
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

二

職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す

る
こ
と
。

三

組
織
及
び
職
員
の
定
数
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

人
材
育
成
の
総
合
的
な
企
画
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

五

職
員
研
修
及
び
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
に
関
す
る
基
本
的

な
方
針
に
関
す
る
こ
と
。

六

職
員
の
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

七

職
員
研
修
所
に
関
す
る
こ
と
。

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

六

県
行
政
と
密
接
な
関
連
の
あ
る
公
社
等
の
運
営
等
に
係

る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七

県
政
の
再
生
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

八

職
員
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
こ
と
。

九

県
事
務
所
に
関
す
る
こ
と(

他
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。)

。



六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
総
合
政
策
課
の
項
中｢

政
策
連
携
係
、
地
方
創
生
係
、
万
博
連
携
係｣

を｢

地

方
創
生
係
、
政
策
連
携
係
、
調
査
企
画
係｣

に
改
め
、
同
表
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
推
進
課
の
項
を
削
り
、
同
表
市

町
村
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
未
来
創
成
課
の
項
中｢

総
務
・
管
理
調
整
係｣

を｢

管
理
調
整
係｣

に
改
め
、

同
表
情
報
シ
ス
テ
ム
課
の
項
中｢

管
理
審
査
係｣

を｢

管
理
調
整
係｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
総

合
政
策
課
の
項
第
七
号
中｢｢

清
流
の
国
ぎ
ふ｣

創
生
総
合
戦
略｣

を｢

総
合
戦
略｣

に
改
め
、
同
項

中
第
八
号
及
び
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
二
号
ず

つ
繰
り
上
げ
、
第
十
四
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
二

国
等
へ
の
要
望
及
び
提
案
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
第
二
項
の
表
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
推
進
課
の
項
を
削
り
、
同
表
市
町
村
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

第
六
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

総
合
政
策
課
に
本
庁
課
内
室
と
し
て
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
推
進
室
を
置
き
、
同
室
の
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た

め
、
同
室
に
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
推
進
係
を
置
く
。

６

前
項
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
推
進
室
の
分
掌
事
務
は
、
第
二
項
の
表
総
合
政
策
課
の
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る

事
務
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
の
表
環
境
生
活
政
策
課
の
項
中｢

、
生
物
多
様
性
係｣

を
削
り
、
同
表
省
エ
ネ
・
再

エ
ネ
社
会
推
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
の
表
統
計
課
の
項
及
び
岐
阜
地
域
環
境
室
の
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
の
表
環
境
生

活
政
策
課
の
項
中
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

九

岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
第
二
項
の
表
環
境
生
活
政
策
課
の
項
中
第
十
五
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十
号
と
し
、
第

十
七
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
表
省
エ
ネ
・
再
エ
ネ
社
会
推
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
七
条
第
二
項
の
表
統
計
課
の
項
及
び
岐
阜
地
域
環
境
室
の
項
並
び
に
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を

削
る
。

第
八
条
第
一
項
の
表
医
療
福
祉
連
携
推
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
八
条
第
二
項
の
表
健
康
福
祉
政
策
課
の
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
二

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

医
療
構
想
に
関
す
る
こ
と(

他
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

第
八
条
第
二
項
の
表
医
療
福
祉
連
携
推
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

( ) 令和８年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

統
計
課

統
計
課

一

基
幹
統
計
調
査
そ
の
他
の
国
の
統
計
調
査
に
関
す
る
こ

と(

他
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)
。

二

県
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と(

他
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。)

。

三

統
計
の
企
画
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

四

統
計
資
料
の
収
集
、
管
理
、
提
供
等
に
関
す
る
こ
と
。

五

統
計
知
識
の
普
及
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

管
理
調
整
係
、
企
画
分
析
係
、
統
計
情
報
係
、
人
口
労
働
係
、

商
工
農
林
係
、
生
活
教
育
係

健
康
推
進
課

健
康
推
進
課

自
然
環
境
課

自
然
環
境
課

一

健
康
づ
く
り
に
係
る
総
合
的
な
企
画
立
案
及
び
調
整
に

関
す
る
こ
と
。

二

生
活
習
慣
病
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

管
理
調
整
係
、
健
康
企
画
係
、
健
康
増
進
係
、
が
ん
・
受
動

喫
煙
対
策
係

一

自
然
環
境
保
全
施
策
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

生
物
多
様
性
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

三

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
に
関
す
る
こ
と
。

四

自
然
環
境
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

五

中
部
山
岳
国
立
公
園
の
活
性
化
に
関
す
る
こ
と
。

六

自
然
公
園
に
関
す
る
こ
と
。

七

東
海
自
然
歩
道
及
び
中
部
北
陸
自
然
歩
道
に
関
す
る
こ

と
。

八

山
の
日
全
国
大
会
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

九

岐
阜
県
野
生
動
物
管
理
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

管
理
調
整
係
、
企
画
係
、
生
物
多
様
性
係
、
自
然
公
園
係
、

山
の
日
全
国
大
会
推
進
係



第
八
条
第
二
項
の
表
保
健
医
療
課
の
項
第
一
号
中｢

関
す
る
こ
と｣

の
下
に｢(

他
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。)｣

を
加
え
、
同
項
第
七
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

生
活
衛
生
課
に
本
庁
課
内
室
と
し
て
食
品
安
全
推
進
室
を
置
き
、
同
室
の
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た

め
、
同
室
に
食
品
指
導
係
及
び
食
品
安
全
対
策
係
を
置
く
。

４

前
項
の
食
品
安
全
推
進
室
の
分
掌
事
務
は
、
第
二
項
の
表
生
活
衛
生
課
の
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
、
第
五
号
及
び
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
地
域
産
業
課
の
項
中｢

地
場
産
業
振
興
係
、
伝
統
産
業
振
興
係｣

を｢

企
画
係
、

地
場
産
業
係
、
伝
統
産
業
係
、
国
内
展
開
係
、
海
外
展
開
係｣

に
改
め
、
同
表
県
産
品
流
通
支
援
課
の

項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
の
表
地
域
産
業
課
の
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

五

県
産
品
の
販
路
開
拓
及
び
流
通
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

六

県
産
品
の
ブ
ラ
ン
ド
化
及
び
商
品
開
発
に
関
す
る
こ
と
。

七

県
産
品
の
海
外
販
路
開
拓
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

八

ア
ク
テ
ィ
ブ
Ｇ
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
二
項
の
表
県
産
品
流
通
支
援
課
の
項
を
削
り
、
同
表
岐
阜
地
域
産
業
労
働
室
の
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中｢

関
す
る
こ
と｣

の
下
に｢(

岐
阜
地
域
に
係
る
こ
と
に

限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
中
第
六
号
を
第

三
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
九
条
の
二
第
一
項
の
表
観
光
資
源
活
用
課
の
項
中｢

観
光
資
源
活
用
課｣

を｢

観
光
企
画
課｣

に
、

｢

観
光
コ
ン
テ
ン
ツ
係
、
広
域
連
携
係｣

を｢

観
光
企
画
係
、
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
係
、

観
光
魅
力
創
造
係
、
観
光
資
源
活
用
係
、
岐
阜
地
域
観
光
係｣

に
改
め
、
同
表
国
際
交
流
課
の
項
を
削

り
、
同
表
文
化
創
造
課
の
項
中｢

管
理
調
整
係｣

の
下
に｢

、
文
化
企
画
係｣

を
加
え
、｢

、
文
化
交

流
係｣

を
削
り
、
同
表
地
域
ス
ポ
ー
ツ
課
の
項
中｢

管
理
調
整
係｣

の
下
に｢

、
ス
ポ
ー
ツ
企
画
係｣

を
加
え
、｢

冬
季
国
ス
ポ
推
進
係｣

を｢

冬
季
国
ス
ポ
総
務
係
、
冬
季
国
ス
ポ
運
営
係｣

に
改
め
、
同

表
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局
の
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
の
表
観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
政
策
課
の
項

第
三
号
中｢

観
光
国
際
政
策｣

を｢

観
光
政
策｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

四

国
際
交
流
及
び
国
際
協
力
施
策
の
企
画
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と(

他
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。)

。

五

国
際
機
関
に
関
す
る
こ
と
。

六

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

七

通
訳
及
び
翻
訳
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

八

旅
券
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
の
二
第
二
項
の
表
観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
政
策
課
の
項
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号

と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
表
観
光
資
源
活
用
課
の
項
中｢

観
光
資
源
活
用
課｣

を｢

観
光

企
画
課｣

に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
九
号
と
し
、
第
二
号
を
第
八
号
と
し
、
同

項
第
一
号
中｢(

関
ケ
原
古
戦
場
を
除
く
。)｣

を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次

の
六
号
を
加
え
る
。

一

観
光
政
策
の
企
画
立
案
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

飛�
・
美
濃
じ
ま
ん
運
動
に
関
す
る
こ
と
。

三

観
光
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と(

他
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

四

観
光
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

五

旅
行
業
に
関
す
る
こ
と
。

六

サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
の
二
第
二
項
の
表
観
光
資
源
活
用
課
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
観
光
連
盟
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

産
業
観
光
、
国
際
観
光
、
広
域
観
光
等
に
関
す
る
こ
と(

岐
阜
地
域
に
係
る
こ
と
に
限
る
。)

。

第
九
条
の
二
第
二
項
の
表
国
際
交
流
課
の
項
を
削
り
、
同
表
文
化
創
造
課
の
項
第
一
号
中｢

文
化
行

政
の
企
画
調
整
及
び
推
進｣

を｢

文
化
政
策
の
企
画
立
案
及
び
調
整｣

に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
削

り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
削
り
、
同
表
地
域
ス
ポ
ー
ツ
課
の
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と

し
、
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

ス
ポ
ー
ツ
政
策
の
企
画
立
案
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
の
二
第
二
項
の
表
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局
の
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
政
策
課
に
本
庁
課
内
室
と
し
て
国
際
交
流
室
を
置
き
、
同
室
の
事
務
を
分
掌
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三

食
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と(

他
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。)

。

四

食
生
活
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

五

保
健
師
に
関
す
る
こ
と(

医
療
福
祉
連
携
推
進
課
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

六

栄
養
士
に
関
す
る
こ
と
。

七

南
飛�
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

八

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
こ
と
。



さ
せ
る
た
め
、
同
室
に
国
際
連
携
係
及
び
国
際
交
流
係
を
置
く
。

４

前
項
の
国
際
交
流
室
の
分
掌
事
務
は
、
第
二
項
の
表
観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
政
策
課
の
項
第
四
号
か

ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
の
表
農
政
課
の
項
中

｢

、
政
策
調
整
係｣

を
削
り
、
同
表
農
産
物
流
通
課
の
項
中

｢

流
通
企
画
係｣
を｢

販
売
戦
略
係｣

に
、｢

地
産
地
消
係
、
販
売
対
策
係｣

を｢

地
消
地
産
係｣

に

改
め
、
同
表
農
業
経
営
課
の
項
中｢

普
及
企
画
係｣

の
下
に｢

、
就
農
支
援
係
、
経
営
強
化
係
、
地
域

計
画
係
、
就
農
研
修
係｣
を
加
え
、｢

、
農
業
共
済
・
金
融
係｣

を
削
り
、
同
表
農
産
園
芸
課
の
項
中

｢

ぎ
ふ
清
流
Ｇ
Ａ
Ｐ
推
進
係
、
米
麦
大
豆
係
、
水
田
経
営
係｣

を｢

環
境
保
全
農
業
係
、
水
田
農
業
振

興
係｣

に
改
め
、｢

、
花
き
振
興
係｣
を
削
り
、
同
表
農
地
整
備
課
の
項
中｢

水
利
・
小
水
力
係
、
農

地
・
農
道
係｣

を｢

水
利
・
農
道
係
、
ほ
場
整
備
係｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
農
政
課
の
項
第
四

号
中｢

第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
号｣
を｢
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号｣

に
改
め
、
同
項
第

七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

ア
グ
リ
パ
ー
ク
構
想
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
第
二
項
の
表
農
政
課
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、

第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
同
項
第
十
一
号
中｢

、
畜
産
研
究
所
及
び
水
産
研
究
所｣

を｢

及
び
畜

産
研
究
所｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を

第
十
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

地
方
競
馬
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
第
二
項
の
表
農
産
物
流
通
課
の
項
第
五
号
中｢

地
産
地
消｣

を｢

地
消
地
産｣

に
改
め
、
同

表
農
産
園
芸
課
の
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中｢

環
境
保
全
型
農
業｣

を｢
み
ど
り
の
食
料
シ

ス
テ
ム
戦
略｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
中
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第

三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

Ｇ
Ａ
Ｐ
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
第
二
項
の
表
里
川
・
水
産
振
興
課
の
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、

第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

水
産
研
究
所
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
第
三
項
の
表
農
政
課
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
条
第
三
項
の
表
農
業
経
営
課
の
部
を
削
り
、
同
表
家
畜
防
疫
対
策
課
の
部
中｢

捕
獲
調
査
係
、

経
口
ワ
ク
チ
ン
対
策
係｣

を｢

野
生
い
の
し
し
対
策
係｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
表
笠
松
競
馬
支
援

室
の
項
中｢

第
七
号｣

を｢

第
九
号｣

に
改
め
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
条
第
四
項
の
表
ス
マ
ー
ト
農
業
推
進
室
の
項
及
び
担
い
手
対
策
室
の
項
を
削
り
、
同
表
コ
ク
チ

バ
ス
対
策
室
の
項
中｢

第
九
号｣

を｢

第
十
号｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
の
表
都
市
政
策
課
の
項
中｢

、
ま
ち
づ
く
り
推
進
係｣

を
削
り
、
同
表
建
築
指
導

課
の
項
中｢

構
造
審
査
係
、
盛
土
規
制
係｣

を｢

開
発
・
盛
土
係｣

に
改
め
、
同
表
都
市
公
園
課
の
項

を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
三
条
第
二
項
の
表
都
市
政
策
課
の
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号

と
し
、
第
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七

新
交
通
の
準
備
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
二
項
の
表
都
市
公
園
課
の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中｢

都
市
公
園
・
交
通
局｣

を｢

リ
ニ
ア
未
来
都
市
局｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項

中｢

都
市
公
園
・
交
通
局｣

を｢

リ
ニ
ア
未
来
都
市
局｣

に
、｢

都
市
公
園
課
、
公
共
交
通
課
及
び
リ

ニ
ア
推
進
課｣

を｢

公
共
交
通
課
、
リ
ニ
ア
推
進
課
及
び
公
園
緑
地
課｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
の
表

住
宅
課
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
三
条
第
五
項
の
表
都
市
公
園
課
の
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
の
表
空
家
対
策
推
進
室
の
項
の
前

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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農
政
課

笠
松
競
馬
支
援
室

農
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推

進
室

支
援
係

ア
グ
リ
パ
ー
ク
構
想
推
進
係
、

ス
マ
ー
ト
農
業
推
進
係

都
市
政
策
課

公
園
緑
地
課

公
園
緑
地
課

農
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
室

ま
ち
づ
く
り
事
業
推
進
室

一

県
営
都
市
公
園
の
管
理
運
営
、
整
備
及
び
活
用
推
進
に

関
す
る
こ
と(

他
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

二

都
市
公
園
に
係
る
国
、
市
町
村
等
と
の
調
整
に
関
す
る

こ
と
。

管
理
調
整
係
、
企
画
推
進
係
、
整
備
管
理
係

第
二
項
の
表
農
政
課
の
項
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事

務

企
画
調
整
係
、
新
交
通
準
備
係



第
十
三
条
第
六
項
の
表
都
市
緑
化
フ
ェ
ア
推
進
室
の
項
を
削
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中｢

部
長｣

の
下
に｢(

知
事
公
室
に
あ
っ
て
は
、
室
長
。
以
下
同
じ
。)｣

を
加

え
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中｢
、
部｣

の
下
に｢(

知
事
公
室
を
除
く
。)｣

を
、｢

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部｣

の
下
に｢

、
子
ど
も
・
女
性
部｣
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部｣

の
下
に｢

、

子
ど
も
・
女
性
部｣

を
加
え
る
。

第
二
十
条
第
一
項
の
表
一
の
項
中｢
岐
阜
地
域
環
境
室
及
び｣

及
び｢

、
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事

務
局
に
あ
っ
て
は
事
務
局
長｣

を
削
る
。

第
二
十
条
の
二
を
削
る
。

第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条

削
除

第
二
十
四
条
の
表
総
合
企
画
部
の
部
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
四
条
の
表
健
康
福
祉
部
の
部
次
長(

福
祉
担
当)

の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
四
条
の
表
観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
の
部
次
長(

ス
ポ
ー
ツ
担
当)

の
項
及
び
次
長(

ス
ポ
ー

ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
担
当)

の
項
を
削
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
広
報
課
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
人
事
課
の
部
、
行
政
管
理
課
の
部
及
び
職
員
厚
生
課
の
部
を
削
り
、
同
表

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
情
報
シ
ス
テ
ム
課
の
部
中｢

地
域
情
報
化
及
び
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度｣

を｢

情
報
シ
ス
テ
ム｣

に
改
め
、
同
表
環
境
生
活
政
策
課
の
部
を
削
り
、
同
表
省
エ
ネ
・
再
エ
ネ
社
会

推
進
課
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
県
民
生
活
課
の
部
消
費
生
活
対
策
監
の
項
を
削
り
、
同
部
の
次
に
次
の
よ

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和８年４月１日 ( )６

秘
書
広
報
課

次
長(

医
療
担
当)

知
事
公
室

ま
ち
づ
く
り
事
業
推
進
室

広
報
企
画
監

総
括
秘
書
監

次
長(

人
事
労

務
担
当)一

人

第
二
項
の
表
都
市
政
策
課
の
項
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に

掲
げ
る
事
務

一
人

一
人

一
人

上
司
の
命
を
受
け
、
医
療
そ
の
他
特
に
命
ぜ

ら
れ
た
事
務
を
総
括
的
に
処
理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
県
広
報
の
企
画
に

関
し
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
知
事
及
び
副
知
事

の
秘
書
に
関
し
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を

処
理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
職
員
の
人
事
及
び

労
務
管
理
そ
の
他
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務

を
総
括
的
に
処
理
す
る
。

自
然
環
境
課

総
合
政
策
課

シ
ス
テ
ム
活
用
推
進

監 職
員
厚
生
課

人
事
課

行
政
管
理
課

生
物
多
様
性
企

画
監

政
策
企
画
監

戦
略
推
進
監

職
員
健
康
管
理

監 人
材
活
用
対
策

監 人
事
管
理
対
策

監 改
革
推
進
監

一
人

一
人

一
人

一
人

一
人

一
人

一
人

一
人

上
司
の
命
を
受
け
、
人
事
給
与
シ
ス
テ
ム
に

関
し
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
生
物
多
様
性
の
保

全
に
関
し
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処
理

す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
国
等
へ
の
要
望
及

び
提
案
そ
の
他
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を

処
理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
総
合
戦
略
に
関
し

特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
職
員
の
健
康
管
理

そ
の
他
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す

る
。 上

司
の
命
を
受
け
、
職
員
の
育
成
及
び

活
用
に
関
し
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処

理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
人
事
及
び
服
務
の

管
理
そ
の
他
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処

理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
行
政
事
務
の
見
直

し
に
関
し
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処
理

す
る
。



う
に
加
え
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
医
療
福
祉
連
携
推
進
課
の
部
在
宅
医
療
福
祉
推
進
監
の
項
を
削
り
、
同
表

保
健
医
療
課
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
企
業
誘
致
課
の
部
中｢

立
地
支
援
監｣

を｢

誘
致
企
画
監｣

に
、｢

産
業

用
地
開
発｣

を｢

企
業
誘
致
活
動｣

に
改
め
、
同
表
航
空
宇
宙
産
業
課
の
部
中｢

航
空
宇
宙
・
ド
ロ
ー

ン
産
業
連
携
監｣

を｢

産
業
支
援
企
画
監｣

に
改
め
、
同
表
県
産
品
流
通
支
援
課
の
部
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
国
際
交
流
課
の
部
を
削
り
、
同
表
文
化
創
造
課
の
部
文
化
交
流
推
進
監
の

項
中｢

文
化
交
流
推
進
監｣

を｢

文
化
施
設
企
画
監｣

に
、｢

文
化
交
流
の
推
進｣

を｢

県
有
文
化
施

設
の
企
画
及
び
調
整｣

に
改
め
、
同
表
文
化
伝
承
課
の
部
及
び
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局
の
部
を

削
り
、
同
表
農
産
物
流
通
課
の
部
中｢

販
売
戦
略
企
画
監｣

を｢

地
消
地
産
推
進
監｣

に
、｢

販
売
戦

略
に
関
し｣

を｢

地
消
地
産
そ
の
他｣

に
改
め
、
同
表
農
業
経
営
課
の
部
技
術
指
導
監
の
項
の
前
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
農
産
園
芸
課
の
部
花
き
・
農
業
環
境
対
策
監
の
項
中｢

花
き
・
農
業
環
境

対
策
監｣

を｢

農
業
環
境
・
花
き
対
策
監｣

に
、｢

花
き
の
振
興
及
び
農
業
の
環
境
対
策｣

を｢

農
業

の
環
境
対
策
及
び
花
き
の
振
興｣

に
改
め
、
同
部
花
と
緑
の
振
興
セ
ン
タ
ー
長
の
項
中｢

花
と
緑
の
振

興
セ
ン
タ
ー
長｣

を｢

米
総
合
対
策
監｣

に
、｢

清
流
の
国
ぎ
ふ
花
と
緑
の
振
興
セ
ン
タ
ー
の
運
営
そ

の
他｣

を｢

米
麦
大
豆
の
生
産
振
興
及
び
水
田
活
用
に
関
し｣

に
改
め
、
同
表
家
畜
防
疫
対
策
課
の
部

Ｃ
Ｓ
Ｆ
対
策
・
養
豚
業
再
生
支
援
セ
ン
タ
ー
長
の
項
を
削
り
、
同
表
技
術
検
査
課
の
部
副
検
査
監
の
項

中

｢

三
人｣

を

｢

二
人｣

に
改
め
、
同
表
建
築
指
導
課
の
部
建
築
物
地
震
対
策
推
進
企
画
監
の
項
中

｢

建
築
物
地
震
対
策
推
進
企
画
監｣

を｢

建
築
企
画
監｣

に
、｢

地
震
対
策
の｣

を｢

安
全
対
策
の｣

に
改
め
、
同
部
建
築
構
造
審
査
監
の
項
及
び
盛
土
対
策
調
整
監
の
項
を
削
り
、
同
表
水
道
企
業
課
の
部

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
都
市
公
園
課
の
部
中｢

都
市
公
園
課｣

を｢

公
園
緑
地
課｣

に
、｢

ぎ
ふ

ワ
ー
ル
ド
・
ロ
ー
ズ
ガ
ー
デ
ン
企
画
推
進
監｣

を｢

都
市
公
園
企
画
監｣

に
改
め
、
同
表
都
市
緑
化
フ
ェ

ア
推
進
室
の
部
を
削
り
、
同
表
出
納
管
理
課
の
部
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
開
発
企
画
監
の
項
中｢

財
務
会

計
シ
ス
テ
ム
開
発
企
画
監｣

を

｢

会
計
シ
ス
テ
ム
企
画
監｣

に
、｢

次
期
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム｣

を

｢

財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
等｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

広
聴
監｣

を｢

改
革
推
進
監｣

に
改
め
、｢

、

改
革
推
進
監｣

及
び｢

、
消
費
生
活
対
策
監｣

を
削
り
、｢

立
地
支
援
監｣

を｢

誘
致
企
画
監
、
地
場

産
業
対
策
監｣

に
改
め
、｢

、
国
際
連
携
推
進
監｣

を
削
る
。

第
三
十
条
の
表
人
事
課
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

( ) 令和８年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７

観
光
企
画
課

国
際
交
流
室

地
域
産
業
課

健
康
推
進
課

健
康
福
祉
政
策

課

岐
阜
地
域
観
光

推
進
監

国
際
連
携
推
進

監 販
路
戦
略
企
画

監 地
場
産
業
対
策

監 健
康
推
進
監

医
療
構
想
推
進

監

一
人

一
人

一
人

一
人

一
人

一
人

上
司
の
命
を
受
け
、
岐
阜
地
域
に
お
け

る
観
光
政
策
の
推
進
そ
の
他
特
に
命
ぜ
ら

れ
た
事
務
を
処
理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
国
際
連
携
の
推
進

そ
の
他
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す

る
。 上

司
の
命
を
受
け
、
県
産
品
の
販
路
開

拓
の
推
進
そ
の
他
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務

を
処
理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
地
場
産
業
の
振
興

そ
の
他
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す

る
。 上

司
の
命
を
受
け
、
健
康
増
進
事
業
の

推
進
そ
の
他
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処

理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
医
療
構
想
の
推
進

に
関
し
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す

る
。

職
員
厚
生
課

公
共
交
通
課

担
い
手
対
策
監

交
通
企
画
監

岐
阜
県
公
務
災
害
補

岐
阜
県
公
務
災
害
補

償
等
認
定
委
員
会

一
人

一
人

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の

公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十

二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
二
号)

の
規
定
に
よ

り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る

事
務 上

司
の
命
を
受
け
、
新
規
就
農
者
等
の
育
成

に
関
し
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
公
共
交
通
に
関
し

特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処
理
す
る
。



第
三
十
条
の
表
法
務
・
情
報
公
開
課
及
び
公
益
法
人(

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定

等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号)

第
二
条
第
三
号
の
公
益
法
人
を
い
う
。)

又
は

移
行
法
人(

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団

法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
八
年
法

律
第
五
十
号)

第
百
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
行
法
人
を
い
う
。)

の
事
業
の
目
的
に
関
連
す

る
事
務
を
所
掌
す
る
本
庁
の
課
の
部
中｢

又
は｣
を｢

若
し
く
は｣

に
改
め
、｢

目
的｣

の
下
に｢

又

は
公
益
信
託(

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律(

令
和
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
公

益
信
託
を
い
う
。)

の
事
務
の
目
的｣

を
加
え
、｢

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関

す
る
法
律
及
び｣

を｢

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
、｣

に
、｢

の
規

定｣

を｢

及
び
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
の
規
定｣

に
改
め
、
同
表
職
員
厚
生
課
の
部
及
び
環
境
生
活

政
策
課
の
部
岐
阜
県
自
然
環
境
保
全
審
議
会
の
項
を
削
り
、
同
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
十
条
の
表
医
療
福
祉
連
携
推
進
課
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
十
条
の
表
保
健
医
療
課
の
部
岐
阜
県
生
活
習
慣
病
検
診
等
管
理
指
導
審
議
会
の
項
を
削
り
、
同

表
地
域
産
業
課
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三
十
条
の
表
県
産
品
流
通
支
援
課
の
部
を
削
り
、
同
表
観
光
資
源
活
用
課
の
部
中｢

観
光
資
源
活

用
課｣

を｢

観
光
企
画
課｣

に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
二
項
中｢

第
九
条
第
一
項｣

を｢

第
十
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
表
第

一
号
中｢

自
動
車
税
環
境
性
能
割
及
び
自
動
車
税
種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
表
総
務
課
税
課
の
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中

｢

自
動
車
税
種
別
割｣

を

｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
六
号
を
同
項
第
五
号
と
す
る
。

第
四
章
第
一
節
第
三
款
の
次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。

第
三
款
の
二

岐
阜
県
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所

(

係
の
設
置)

第
三
十
七
条
の
二

県
事
務
所
等
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
岐
阜
県
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
に

環
境
保
全
係
及
び
廃
棄
物
対
策
係
を
置
く
。

(

所
掌
事
務)

第
三
十
七
条
の
三

岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

岐
阜
地
域
の
環
境
施
策
の
企
画
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進
に
関
す
る
こ
と(

岐
阜
地
域
に
係
る
こ
と
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。)

。

三

ゴ
ル
フ
場
の
環
境
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

公
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

五

環
境
汚
染
化
学
物
質
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

六

環
境
に
関
す
る
調
査
、
試
験
、
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

七

公
害
防
止
施
設
等
の
融
資
及
び
利
子
補
給
に
関
す
る
こ
と
。

八

廃
棄
物
に
関
す
る
こ
と
。

九

浄
化
槽
に
関
す
る
こ
と
。

十

土
砂
等
に
よ
る
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

自
然
環
境
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

自
然
公
園
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

温
泉
に
関
す
る
こ
と(

保
健
所
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

。

十
四

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
に
関
す
る
こ
と
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
岐
阜
地
域
環
境
事
務
所
に
お
い
て
処
理
す
る
事
務
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一

所
内
の
庶
務
並
び
に
予
算
の
執
行
及
び
会
計
事
務
に
関
す
る
こ
と
。
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飛
騨
・
美
濃
す
ぐ
れ
も
の
認
定

審
査
会

健
康
推
進
課

自
然
環
境
課

岐
阜
県
生
活
習
慣
病

検
診
等
管
理
指
導
審

議
会

岐
阜
県
自
然
環
境
保

全
審
議
会

岐
阜
県
職
員
保
健
審

査
会

償
等
審
査
会岐

阜
県
附
属
機
関
設
置
条
例
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属

さ
せ
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務

岐
阜
県
附
属
機
関
設
置
条
例
の
規
定
に
よ
り
そ

の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務

岐
阜
県
自
然
環
境
保
全
条
例(

昭
和
四
十
七
年

岐
阜
県
条
例
第
十
七
号)
の
規
定
に
よ
り
そ
の

権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務

岐
阜
県
附
属
機
関
設
置
条
例(

平
成
二
十
五
年

岐
阜
県
条
例
第
一
号)

の
規
定
に
よ
り
そ
の
権

限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務

公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ

り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る

事
務



二

県
有
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
八
条
中｢

第
三
条
第
一
項｣

を｢

第
四
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
の
表
三
の
部
中｢

岐
阜

県
関
保
健
所｣

の
下
に｢

及
び
岐
阜
県
恵
那
保
健
所｣

を
加
え
、
同
部
健
康
増
進
課
の
項
中｢

、
健
康

づ
く
り
係｣
を
削
り
、
同
表
四
の
部
中｢

及
び
岐
阜
県
恵
那
保
健
所｣

を
削
り
、
同
部
健
康
増
進
課
の

項
中｢

保
健
予
防
係｣
の
下
に｢

、
健
康
づ
く
り
係｣

を
加
え
る
。

｢

第
五
款

岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所｣

を｢

第
五
款

岐
阜
県
岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所｣

に
改
め
る
。

第
四
十
条
の
二
中｢

第
四
条
第
一
項｣

を｢

第
五
条
第
一
項｣

に
、｢

岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所｣

を

｢

岐
阜
県
岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所｣
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
表
一
の
部
家
庭
支
援
第
一
課
の
項
中｢

家
庭
支
援
第
二
係｣

の
下
に｢

、
家
庭
支
援

第
三
係｣

を
加
え
、
同
部
家
庭
支
援
第
二
課
の
項
中

｢

家
庭
支
援
第
三
係
、
家
庭
支
援
第
四
係｣

を

｢

家
庭
支
援
第
一
係
、
家
庭
支
援
第
二
係
、
家
庭
支
援
第
三
係｣

に
改
め
、
同
部
判
定
課
の
項
中｢

判

定
第
二
係｣

の
下
に｢

、
判
定
第
三
係｣

を
加
え
、
同
表
二
の
部
中｢

及
び
岐
阜
県
中
濃
子
ど
も
相
談

セ
ン
タ
ー｣

を
削
り
、
同
表
中
四
の
部
を
五
の
部
と
し
、
三
の
部
を
四
の
部
と
し
、
二
の
部
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
十
二
条
の
表
六
の
項
第
一
号
中｢

及
び
地
域
連
携
課｣

を｢

、
地
域
連
携
課
及
び
家
庭
支
援
課｣

に
改
め
、
同
表
八
の
項
第
二
号
中｢

関
す
る
こ
と｣

の
下
に｢(

中
濃
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
加
え
る
。

第
四
十
四
条
中｢

第
五
条
第
一
項｣

を｢

第
六
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
の
表
一
の
部
林
業
課
の

項
、
二
の
部
林
業
課
の
項
及
び
四
の
部
林
業
課
の
項
中｢

治
山
係｣

を｢

治
山
林
道
係｣

に
改
め
、
同

表
五
の
部
林
業
課
の
項
中｢

、
林
道
係｣

を
削
り
、
同
部
森
林
保
全
課
の
項
中｢

治
山
第
二
係｣

の
下

に｢

、
林
道
係｣

を
加
え
、
同
表
六
の
部
林
業
課
の
項
中｢

治
山
係｣

を｢

治
山
林
道
係｣

に
改
め
、

同
表
七
の
部
林
業
課
の
項
中｢

森
林
管
理
係｣

を｢

治
山
林
道
係｣

に
改
め
、
同
表
八
の
部
林
業
課
の

項
中｢

、
林
道
係｣

を
削
り
、
同
部
森
林
保
全
課
の
項
中｢

治
山
第
二
係｣

の
下
に｢

、
林
道
係｣

を

加
え
、
同
表
九
の
部
林
業
課
の
項
中｢

治
山
第
一
係
、
治
山
第
二
係｣

を｢

治
山
林
道
第
一
係
、
治
山

林
道
第
二
係｣

に
改
め
、
同
表
十
の
部
森
林
保
全
課
の
項
中｢

治
山
係｣

を｢

治
山
林
道
係｣

に
改
め

る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
五
の
項
第
十
四
号
中｢

関
す
る
こ
と｣

の
下
に｢(

郡
上
農
林
事
務
所
、

恵
那
農
林
事
務
所
及
び
飛�
農
林
事
務
所
を
除
く
。
第
十
七
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
号
及
び
第
二
十

一
号
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
加
え
、
同
項
第
十
七
号
中｢(

郡
上
農
林
事
務
所
、
恵
那
農
林
事
務
所
及

び
飛�
農
林
事
務
所
を
除
く
。
次
号
、
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
削
り
、
同

表
六
の
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第

一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

１

林
道
事
業
の
計
画
、
調
査
設
計
及
び
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
五
条
第
二
項
中｢

第
九
条
第
一
項｣

を｢

第
十
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
中｢

第
六
条
第
一
項｣

を｢

第
七
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
中｢

第
七
条
第
一
項｣

を｢

第
八
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
中｢

第
八
条
第
一
項｣

を｢

第
九
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中｢

、
畜
産
研
究
所
及
び
水
産
研
究
所｣

を｢

及
び
畜
産
研
究
所｣

に
改
め
、

同
条
第
二
項
中｢

中
山
間
農
業
研
究
所｣

の
下
に｢

、
水
産
研
究
所｣

を
加
え
る
。

第
五
十
九
条
中｢

管
理
研
修
係｣

の
下
に｢

及
び
研
修
企
画
係｣

を
加
え
る
。

第
百
九
条
の
二
の
見
出
し
中｢

係｣

を｢

課
及
び
係｣

に
改
め
、
同
条
中｢

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

に｣

の
下
に｢

相
談
支
援
課
を
置
き
、
同
課
の
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、｣

を
加
え
、
第
四
章
第
三

節
第
十
九
款
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

課
の
分
掌
事
務)

第
百
九
条
の
三

前
条
に
規
定
す
る
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
章
第
三
節
第
二
十
三
款
の
次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。

第
二
十
三
款
の
二

岐
阜
県
旅
券
セ
ン
タ
ー

(

設
置)

第
百
十
九
条
の
二

旅
券
に
関
す
る
事
務
を
行
う
た
め
、
岐
阜
市
に
岐
阜
県
旅
券
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す

る
。

２

旅
券
セ
ン
タ
ー
に
管
理
旅
券
係
を
置
く
。
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三

岐
阜
県
中
濃
子

ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー

判
定
課

家
庭
支
援
課

総
務
課

判
定
第
一
係
、
判
定
第
二
係

家
庭
支
援
第
一
係
、
家
庭
支
援
第
二
係
、
家
庭

支
援
第
三
係

管
理
調
整
係

相
談
支
援
課
課

１

女
性
の
相
談
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

２

女
性
の
安
全
確
保
及
び
一
時
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

３

関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

４

配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

分

掌

事

務



(
所
掌
事
務)

第
百
十
九
条
の
三

旅
券
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
は
、
旅
券
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
旅
券
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
処
理
す
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

セ
ン
タ
ー
内
の
庶
務
並
び
に
予
算
の
執
行
及
び
会
計
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

県
有
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
章
第
三
節
第
二
十
五
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
五
款

削
除

第
百
二
十
二
条
か
ら
第
百
二
十
五
条
ま
で

削
除

第
百
六
十
条
の
表
三
の
項
中

｢(

岐
阜
保
健
所
に
あ
っ
て
は
、
二
人)｣

を
削
り
、
同
表
四
の
項
中

｢

二
人｣

を
削
り
、
同
表
五
の
項
中｢

、
揖
斐
農
林
事
務
所
、
可
茂
農
林
事
務
所
、
恵
那
農
林
事
務
所｣

を
削
り
、
同
表
七
の
項
中｢

、
揖
斐
土
木
事
務
所｣
及
び｢

、
下
呂
土
木
事
務
所｣

を
削
り
、
同
表
八

の
項
中｢

二
人｣

を
削
り
、
同
表
十
の
項
中｢

副
校
長｣
の
下
に｢

二
人｣

を
加
え
、
同
表
中
二
十
三

の
項
を
二
十
六
の
項
と
し
、
十
九
の
項
か
ら
二
十
二
の
項
ま
で
を
三
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
十
八
の

項
中｢

副
館
長｣

の
下
に｢

二
人｣

を
加
え
、
同
項
を
同
表
二
十
一
の
項
と
し
、
同
表
中
十
七
の
項
を

二
十
の
項
と
し
、
十
六
の
項
を
十
九
の
項
と
し
、
十
五
の
項
を
削
り
、
十
四
の
項
を
十
八
の
項
と
し
、

同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
六
十
条
の
表
中
十
三
の
項
を
十
六
の
項
と
し
、
十
二
の
項
を
十
五
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
六
十
条
の
表
中
十
一
の
項
を
十
二
の
項
と
し
、
十
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
七
十
一
条
の
表
十
の
項
中｢

五
人｣

を｢

四
人｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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十
一

看
護
専
門
学
校

十
四

国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー

十
三

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

十
七

旅
券
セ
ン
タ
ー

副
校
長
そ
れ
ぞ
れ
一
人

副
校
長

副
所
長

副
所
長

令
和
八
年
四
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